
租

税

特

別

措

置

法

施

行

令

の

一

部

を

改

正

す

る

政

令

新

旧

対

照

表

改

正

後

改

正

前

（
試
験
研
究
を
行
つ
た
場
合
の
法
人
税
額
の
特
別
控
除
）

（
試
験
研
究
を
行
つ
た
場
合
の
法
人
税
額
の
特
別
控
除
）

第
二
十
七
条
の
四

省

略

第
二
十
七
条
の
四

同

上

２
～

省

略

２
～

同

上

34

34

法
第
四
十
二
条
の
四
第
八
項
第
六
号
ロ
又
は
第
七
号
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
十

法
第
四
十
二
条
の
四
第
八
項
第
六
号
ロ
又
は
第
七
号
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
十

35

35

八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
法

八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
法

人
税
法
第
二
編
第
一
章
（
第
二
節
を
除
く
。
）
及
び
第
五
章
並
び
に
地
方
法
人
税
法
（

人
税
法
第
二
編
第
一
章
（
第
二
節
を
除
く
。
）
及
び
第
四
章
並
び
に
地
方
法
人
税
法
（

平
成
二
十
六
年
法
律
第
十
一
号
）
第
二
章
第
三
節
及
び
第
四
章
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

平
成
二
十
六
年
法
律
第
十
一
号
）
第
四
章
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る

て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
・
二

省

略

一
・
二

同

上

三

地
方
法
人
税
法
第
十
六
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
地
方
法
人
税
額
は
、
当
該

三

地
方
法
人
税
法
第
十
六
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
地
方
法
人
税
額
は
、
当
該

地
方
法
人
税
額
か
ら
当
該
地
方
法
人
税
額
に
係
る
同
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る

地
方
法
人
税
額
か
ら
当
該
地
方
法
人
税
額
に
係
る
同
法
第
六
条
に
規
定
す
る
基
準
法

基
準
法
人
税
額
に
含
ま
れ
る
特
別
税
額
加
算
規
定
に
よ
り
加
算
さ
れ
た
金
額
の
百
分

人
税
額
に
含
ま
れ
る
特
別
税
額
加
算
規
定
に
よ
り
加
算
さ
れ
た
金
額
の
百
分
の
十
・

の
十
・
三
に
相
当
す
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
と
す
る
。

三
に
相
当
す
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
と
す
る
。

四

省

略

四

同

上

（
通
算
法
人
の
仮
装
経
理
に
基
づ
く
過
大
申
告
の
場
合
等
の
法
人
税
額
）

（
通
算
法
人
の
仮
装
経
理
に
基
づ
く
過
大
申
告
の
場
合
等
の
法
人
税
額
）

第
二
十
七
条
の
十
四

法
第
四
十
二
条
の
十
四
第
一
項
又
は
第
四
項
の
規
定
の
適
用
が
あ

第
二
十
七
条
の
十
四

法
第
四
十
二
条
の
十
四
第
一
項
又
は
第
四
項
の
規
定
の
適
用
が
あ

る
場
合
に
お
け
る
法
人
税
法
第
二
編
第
一
章
（
第
二
節
を
除
く
。
）
及
び
第
五
章
並
び

る
場
合
に
お
け
る
法
人
税
法
第
二
編
第
一
章
（
第
二
節
を
除
く
。
）
及
び
第
四
章
並
び

に
地
方
法
人
税
法
第
二
章
第
三
節
及
び
第
四
章
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
に
定

に
地
方
法
人
税
法
第
四
章
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る

め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

。

一
～
三

省

略

一
～
三

同

上

四

地
方
法
人
税
法
第
十
六
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
地
方
法
人
税
額
は
、
当
該

四

地
方
法
人
税
法
第
十
六
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
地
方
法
人
税
額
は
、
当
該

地
方
法
人
税
額
か
ら
当
該
地
方
法
人
税
額
に
係
る
同
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る

地
方
法
人
税
額
か
ら
当
該
地
方
法
人
税
額
に
係
る
同
法
第
六
条
に
規
定
す
る
基
準
法

基
準
法
人
税
額
に
含
ま
れ
る
特
別
税
額
加
算
規
定
に
よ
り
加
算
さ
れ
た
金
額
の
百
分

人
税
額
に
含
ま
れ
る
特
別
税
額
加
算
規
定
に
よ
り
加
算
さ
れ
た
金
額
の
百
分
の
十
・

の
十
・
三
に
相
当
す
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
と
す
る
。

三
に
相
当
す
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
と
す
る
。

五
・
六

省

略

五
・
六

同

上

第
五
節

使
途
秘
匿
金
の
支
出
が
あ
る
場
合
の
課
税
の
特
例

第
五
節

使
途
秘
匿
金
の
支
出
が
あ
る
場
合
の
課
税
の
特
例

1



第
三
十
八
条

省

略

第
三
十
八
条

同

上

２
～
４

省

略

２
～
４

同

上

５

法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
法
人
税
法
第
二
編
第

５

法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
法
人
税
法
第
二
編
第

一
章
（
第
二
節
を
除
く
。
）
及
び
第
五
章
並
び
に
第
三
編
第
二
章
（
第
二
節
を
除
く
。

一
章
（
第
二
節
を
除
く
。
）
及
び
第
四
章
並
び
に
第
三
編
第
二
章
（
第
二
節
を
除
く
。

）
並
び
に
地
方
法
人
税
法
第
二
章
第
三
節
及
び
第
四
章
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

）
並
び
に
地
方
法
人
税
法
第
四
章
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ

次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

に
よ
る
。

一
～
五

省

略

一
～
五

同

上

六

地
方
法
人
税
法
第
十
六
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
地
方
法
人
税
額
は
、
当
該

六

地
方
法
人
税
法
第
十
六
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
地
方
法
人
税
額
は
、
当
該

地
方
法
人
税
額
か
ら
当
該
地
方
法
人
税
額
に
係
る
同
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る

地
方
法
人
税
額
か
ら
当
該
地
方
法
人
税
額
に
係
る
同
法
第
六
条
に
規
定
す
る
基
準
法

基
準
法
人
税
額
に
含
ま
れ
る
特
別
税
額
加
算
規
定
に
よ
り
加
算
さ
れ
た
金
額
の
百
分

人
税
額
に
含
ま
れ
る
特
別
税
額
加
算
規
定
に
よ
り
加
算
さ
れ
た
金
額
の
百
分
の
十
・

の
十
・
三
に
相
当
す
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
と
す
る
。

三
に
相
当
す
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
と
す
る
。

七
・
八

省

略

七
・
八

同

上

（
確
定
申
告
書
の
提
出
期
限
の
延
長
の
特
例
に
係
る
利
子
税
の
特
例
）

（
確
定
申
告
書
の
提
出
期
限
の
延
長
の
特
例
に
係
る
利
子
税
の
特
例
）

第
三
十
九
条
の
十
一

法
第
六
十
六
条
の
三
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
日
本

第
三
十
九
条
の
十
一

法
第
六
十
六
条
の
三
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
日
本

銀
行
法
（
平
成
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
十
五
条
第
一
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に

銀
行
法
（
平
成
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
十
五
条
第
一
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に

限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
商
業
手
形
の
基
準
割
引
率
が
年
五
・
五
パ
ー
セ

限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
商
業
手
形
の
基
準
割
引
率
が
年
五
・
五
パ
ー
セ

ン
ト
を
超
え
て
定
め
ら
れ
る
日
か
ら
そ
の
後
年
五
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
に
定
め
ら
れ

ン
ト
を
超
え
て
定
め
ら
れ
る
日
か
ら
そ
の
後
年
五
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
に
定
め
ら
れ

る
日
の
前
日
ま
で
の
期
間
（
当
該
期
間
内
に
法
第
九
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法

る
日
の
前
日
ま
で
の
期
間
（
当
該
期
間
内
に
法
第
九
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法

人
税
法
第
七
十
五
条
の
二
第
八
項
（
同
法
第
百
四
十
四
条
の
八
に
お
い
て
準
用
す
る
場

人
税
法
第
七
十
五
条
の
二
第
八
項
（
同
法
第
百
四
十
四
条
の
八
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
七
十
五
条
第
七
項
（
地
方
法
人
税
法
第
十

合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
七
十
五
条
第
七
項
（
地
方
法
人
税
法
第
十

九
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
利
子
税
の
割
合
を
法

九
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
利
子
税
の
割
合
を
法

第
九
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
利
子
税
特
例
基
準
割
合
と
す
る
年
に
含
ま
れ
る
期
間

第
九
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
利
子
税
特
例
基
準
割
合
と
す
る
年
に
含
ま
れ
る
期
間

が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
期
間
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
例
期
間
」
と
い

が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
期
間
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
例
期
間
」
と
い

う
。
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
法
人
税
法
第
七
十
五
条
の
二
第
一
項
（
同
法
第
百
四
十
四

う
。
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
法
人
税
法
第
七
十
五
条
の
二
第
一
項
（
同
法
第
百
四
十
四

条
の
八
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
そ
の
提
出
期
限
が
延
長

条
の
八
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
そ
の
提
出
期
限
が
延
長

さ
れ
た
同
法
第
七
十
五
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
百
四
十
四
条
の
八
に
規
定
す
る
申

さ
れ
た
同
法
第
七
十
五
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
百
四
十
四
条
の
八
に
規
定
す
る
申

告
書
に
係
る
事
業
年
度
の
法
人
税
に
係
る
利
子
税
の
う
ち
当
該
事
業
年
度
終
了
の
日
の

告
書
に
係
る
事
業
年
度
の
法
人
税
に
係
る
利
子
税
の
う
ち
当
該
事
業
年
度
終
了
の
日
の

翌
日
か
ら
二
月
を
経
過
し
た
日
の
前
日
（
そ
の
日
が
日
曜
日
、
国
民
の
祝
日
そ
の
他
一

翌
日
か
ら
二
月
を
経
過
し
た
日
の
前
日
（
そ
の
日
が
日
曜
日
、
国
民
の
祝
日
そ
の
他
一

般
の
休
日
又
は
国
税
通
則
法
第
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
日
に
当
た
る

般
の
休
日
又
は
国
税
通
則
法
第
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
日
に
当
た
る

と
き
は
、
こ
れ
ら
の
日
の
翌
日
。
次
項
に
お
い
て
「
法
人
税
申
告
基
準
日
」
と
い
う
。

と
き
は
、
こ
れ
ら
の
日
の
翌
日
。
次
項
に
お
い
て
「
法
人
税
申
告
基
準
日
」
と
い
う
。

）
が
特
例
期
間
内
に
到
来
す
る
事
業
年
度
の
法
人
税
に
係
る
も
の
又
は
地
方
法
人
税
法

）
が
特
例
期
間
内
に
到
来
す
る
事
業
年
度
の
法
人
税
に
係
る
も
の
又
は
地
方
法
人
税
法

第
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
提
出
期
限
が
延
長
さ
れ
た
同
条
第
一
項
の
規
定

第
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
提
出
期
限
が
延
長
さ
れ
た
同
条
第
一
項
の
規
定

2



に
よ
る
申
告
書
に
係
る
課
税
事
業
年
度
（
同
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
課
税
事
業

に
よ
る
申
告
書
に
係
る
課
税
事
業
年
度
（
同
法
第
七
条
に
規
定
す
る
課
税
事
業
年
度
を

年
度
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
地
方
法
人
税
に
係
る
利
子
税
の
う

い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
地
方
法
人
税
に
係
る
利
子
税
の
う
ち
当
該

ち
当
該
課
税
事
業
年
度
終
了
の
日
の
翌
日
か
ら
二
月
を
経
過
し
た
日
の
前
日
（
そ
の
日

課
税
事
業
年
度
終
了
の
日
の
翌
日
か
ら
二
月
を
経
過
し
た
日
の
前
日
（
そ
の
日
が
日
曜

が
日
曜
日
、
国
民
の
祝
日
そ
の
他
一
般
の
休
日
又
は
国
税
通
則
法
第
十
条
第
二
項
に
規

日
、
国
民
の
祝
日
そ
の
他
一
般
の
休
日
又
は
国
税
通
則
法
第
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る

定
す
る
政
令
で
定
め
る
日
に
当
た
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
日
の
翌
日
。
次
項
に
お
い
て

政
令
で
定
め
る
日
に
当
た
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
日
の
翌
日
。
次
項
に
お
い
て
「
地
方

「
地
方
法
人
税
申
告
基
準
日
」
と
い
う
。
）
が
特
例
期
間
内
に
到
来
す
る
課
税
事
業
年

法
人
税
申
告
基
準
日
」
と
い
う
。
）
が
特
例
期
間
内
に
到
来
す
る
課
税
事
業
年
度
の
地

度
の
地
方
法
人
税
に
係
る
も
の
で
、
こ
れ
ら
の
延
長
さ
れ
た
提
出
期
限
の
日
が
特
例
期

方
法
人
税
に
係
る
も
の
で
、
こ
れ
ら
の
延
長
さ
れ
た
提
出
期
限
の
日
が
特
例
期
間
後
に

間
後
に
到
来
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
当
該
年
五
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
て
定
め
ら

到
来
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
当
該
年
五
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
て
定
め
ら
れ
る
日

れ
る
日
か
ら
当
該
延
長
さ
れ
た
提
出
期
限
の
日
ま
で
の
期
間
と
す
る
。

か
ら
当
該
延
長
さ
れ
た
提
出
期
限
の
日
ま
で
の
期
間
と
す
る
。

２

省

略

２

同

上

（
国
外
関
連
者
と
の
取
引
に
係
る
課
税
の
特
例
に
係
る
納
税
の
猶
予
の
申
請
手
続
等
）

（
国
外
関
連
者
と
の
取
引
に
係
る
課
税
の
特
例
に
係
る
納
税
の
猶
予
の
申
請
手
続
等
）

第
三
十
九
条
の
十
二
の
二

省

略

第
三
十
九
条
の
十
二
の
二

同

上

２

省

略

２

同

上

３

法
第
六
十
六
条
の
四
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
納
税
の
猶
予
を
受
け
よ
う
と
す
る

３

同

上

者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
、
同
項
の
申
立
て
を
し
た
こ
と
を
証

す
る
書
類
そ
の
他
の
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を
添
付
し
、
こ
れ
を
国
税
通
則
法
第
四

十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
税
務
署
長
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

省

略

一
～
三

同

上

四

納
付
す
べ
き
更
正
決
定
に
係
る
地
方
法
人
税
の
地
方
法
人
税
法
第
七
条
第
一
項
に

四

納
付
す
べ
き
更
正
決
定
に
係
る
地
方
法
人
税
の
地
方
法
人
税
法
第
七
条
に
規
定
す

規
定
す
る
課
税
事
業
年
度
、
納
期
限
及
び
金
額

る
課
税
事
業
年
度
、
納
期
限
及
び
金
額

五
・
六

省

略

五
・
六

同

上

４

省

略

４

同

上

附

則

こ
の
政
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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